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第３次地域管理経営計画書（千葉北部森林計画区）の変更について

第３次地域管理経営計画（千葉北部森林計画区）の一部を次のとおり改める。

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項

当該森林計画区の国有林野について、豊かな生態系の維持・保存や森林レクリエーショ
ン利用を目的とする「森林と人との共生林」に区分し、管理経営を行うこととする。この
場合、国有林の地域別の森林計画における公益的機能別施業森林と本計画で定める機能類
型区分との関係については、表－１のとおりである。
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表－１

機能類型と公益的機能別施業森林の関係について

（単位：面積 ha）

地域管理経営計画にお 国有林の地域別の森林計画における 当計画区の
ける機能類型区分 公益的機能別施業森林 該当する森

林の面積

土砂流出・ ・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
－

国 崩壊防備 ・ 水源涵養機能維持増進森林
水 土

保 ・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
土 全 気象害防備 ・ 快適環境形成機能維持増進森林 －

タ ・ 水源涵養機能維持増進森林（立地条件（海岸）
保 イ により除外する場合もある。）

プ
全 ・ 快適環境形成機能維持増進森林

生活環境保全 ・ 水源涵養機能維持増進森林（立地条件（都市部） －
林 により除外する場合もある。）

水源かん養タイプ ・ 水源涵養機能維持増進森林 －

森 ・ 保健文化機能維持増進森林
林 自然維持タイプ ・ 水源涵養機能維持増進森林 －
と ・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
人 （立地条件により区分する場合もある。）
と
の ・ 保健文化機能維持増進森林
共 森林空間利用タイプ ・ 水源涵養機能維持増進森林 42
生 ・ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林
林 （立地条件により区分する場合もある。）

資源の循環利用林 ・ 水源涵養機能維持増進森林（分収林については、 －
契約に基づく取扱いを行う。）

合 計 42


